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北海道強靱化に関する脆弱性評価（案） 

 

１ 人命の保護 

 

１-１ 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う多数の死傷者の発生(道内) 

【評価結果】 

（住宅、建築物等の耐震化） 
○ 住宅・建築物等の耐震化率は「北海道耐震改修促進計画」の目標（2025 年度 95％）に達していないものの、一
定の進捗がみられるが、法改正により一定規模以上の建築物に対する耐震診断が義務付けられていることなども踏

まえ、国の支援制度等を有効活用し、耐震化の促進を図る必要がある。特に、ホテルや旅館等の民間の大規模建築
物などに加え住宅についても、耐震診断や改修等が補助対象となっていることから、早急な耐震診断の実施や診断
結果に基づき必要な耐震化を進める必要がある。 

○ 学校施設、医療施設、社会福祉施設、体育施設など不特定多数が集まる施設の耐震化は進捗途上にあり、これら
の施設は、災害時に避難場所や救護用施設として利用されることもあることから、天井の脱落対策やブロック塀等
の安全点検・安全対策など、耐震化を一層促進する必要がある。 

○ 観光施設や文化財（建築物）について、地震による喪失を防ぎ、近年急増する外国人を含む観光客等に対する安
全を確保するため、耐震化を進める必要がある。 

 

（建築物等の老朽化対策） 
○ 公共建築物の老朽化対策については、維持管理や保守、更新等、必要な取組を進めているが、今後、更新時期を
迎える建築物が多数見込まれることから、各施設管理者が個別施設ごとの長寿命化計画等に基づき、トータルコス

トの平準化を図りながら計画的な維持管理・更新等を行う必要がある。 
○ 道内の公営住宅の約半数は築後 30 年以上が経過しており、膨大な老朽ストックの計画的な建替え、改善等を実
施する必要がある。 

○ 市街地における既存建築物の老朽化に伴う不燃化、耐火建築物への建替えについては、その一部において市街地
再開発事業等を活用し進められており、今後も引き続き事業計画に沿った取組が求められる。また、国の支援制度
を活用するなどし、老朽化したマンションの改修・建替えや空き家対策を促進する必要がある。 

 
（緊急輸送道路等の整備） 
○ 救急救援活動等に必要な緊急輸送道路や避難路について、国や市町村と連携を図り整備を推進する必要がある。

また、被災時において、避難や救助を円滑かつ迅速に行うため、優先的に無電柱化を推進すべき緊急輸送道路等に
ついて地域からの要望も踏まえ緊急輸送道路等の無電柱化を推進する必要がある。 

 

（地盤等の情報共有） 
○ 本道は、大都市圏に比べ強震動予測や軟弱地盤の分布などの地盤データが少なく、偏在していることから、関係
機関が所有する地盤情報の収集やデータベース化をする必要がある。 

○ 大規模盛土による被害を軽減するため、市町村が大規模盛土造成地における変動予測調査を行い住民へ情報提供
するとともに、必要に応じ崩落防止対策を講じるよう市町村へ促す必要がある。 

 

（防火対策・火災予防） 
○ 火災の未然防止や被害低減を図るため、引き続き関係機関が連携した火災予防に関する啓発活動や防火設備の設
置促進、危険物施設の安全確保などの取組を推進する必要がある。 

【指標（現状値）】 

 
・住宅の耐震化率 90.6％（2020）＊全国 87％（2018） 
・多数の者が利用する建築物の耐震化率 93.7％（2020）＊全国 90％（2022） 

・公立小中学校の耐震化率  99.1％（2023）＊全国 99％（2023） 
・医療施設の耐震化率 79.6％（2022）＊全国 80％（2022） 
・社会福祉施設の耐震化率 87％（2023）＊全国 92％（2019） 

・公立学校の屋内運動場等の吊り天井等の落下防止対策実施率 99.3％（2023）＊全国 99％（2023） 
・道庁における個別施設ごとの長寿命化計画策定率 100％（2023） 
・市街地等の幹線道路の無電柱化率                    2.1％（2020）＊全国 43％（2022） 

 

１-２ 火山噴火や火山噴出物、土砂災害による多数の死傷者の発生(道内) 

【評価結果】 
（警戒避難体制の整備等） 
○ 常時観測９火山において、市町村や関係機関との連携を図り地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を認識
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しながら警戒避難体制等の強化を図る必要がある。 
○ 土砂災害警戒区域等の指定はおおむね完了しており、関係自治体と連携してハザードマップ作成や避難の実効性

を高めるためのわかりやすい情報発信などを行い、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を認識しながら警
戒避難体制の整備を促進する必要がある。 

 

（砂防設備等の整備、老朽化対策） 
○ 常時観測火山９火山において、火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づき観測機器の整備や緊急用資材の事前準備
等を計画的に進める必要がある。 

○ 建設後相当の年月が経過した砂防関係施設については、老朽化が進行し、今後、施設の修繕や改築費用の増加が
見込まれるため、長寿命化計画に基づいて計画的に修繕・改築を行い、施設機能を確保していく必要がある。 

○ 土砂災害のおそれがある箇所を対象に順次、砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設等の整備を進

めており、国の施策等の効果的な活用を図りながら、緊急性の高いものから重点的に整備を進める必要がある。 
○ 土石流等の山地災害等リスクが高い山地災害危険地区（約 1.3 万箇所）を主体に治山ダムなどの治山施設整備と
森林の維持・造成に向けて、より一層の推進が求められるとともに、今後、既存の治山施設の老朽化が進むことか

ら、施設の長寿命化の取組を進めるほか、適切な維持管理や計画的な更新等を行う必要がある。 
○ 山地災害危険地区等の周辺森林において、地域の特性に応じた樹種を植栽するとともに、適切な間伐等により根
系の発達を促し、災害に強い森林づくりを進める必要がある。 

【指標（現状値）】 

 
・常時観測火山の統一的な避難計画の作成状況 9 火山（2023） 
・常時観測火山における火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定率       100% (2020) 

・土砂災害警戒区域の指定率                       100%（2023） 
                             ＊全国約 69 万７千箇所のうち 595,797 箇所（2023） 
・土砂災害から保全される人家戸数                約 2.69 万戸（2023） 

＊全国  約 114 万戸（2022） 
・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数約  約 4.4 千集落（2023） 

     ＊全国 約 58 千集落（2023） 

・山地災害危険地区のうち土石流等のリスクが高い箇所の治山対策実施率   84%（2023） 

 

１-３ 大規模津波等による多数の死傷者の発生(道内) 

【評価結果】 
（津波避難体制の整備） 

○ 北海道では、東日本大震災の教訓を踏まえ、最大クラスの津波に対するハード・ソフトの施策を組み合わせた多
重防御による防災・減災対策を推進することが求められており、2017 年に日本海沿岸、2021 年に太平洋沿岸、2023
年にオホーツク海沿岸の津波浸水想定の設定・公表を行い、沿岸市町村の津波災害警戒区域の指定を完了したとこ

ろ。今後、津波浸水の挙動に影響を与えるような状況の変化があった場合には、津波浸水想定および津波災害警戒
区域等を変更する必要がある。 

○ 道が公表した津波浸水想定に対応した津波ハザードマップを作成している市町村の割合は 91.5％であり、引き

続き津波浸水想定の見直しに応じたハザードマップの作成を促進する必要がある。見直しをはじめ避難体制の再整
備が求められる。 

○ 道が公表した津波浸水想定に対応した津波避難計画を策定している市町村の割合は 74.4％であり、引き続き津

波浸水想定の見直しに応じた避難計画の改訂を促進する必要がある。 
○ 市町村の津波避難計画等に基づき、海抜、津波浸水予想地域・津波襲来時間や高さの表示、避難方向や場所等を
示す案内看板などの整備を促進する必要がある。 

○ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震特別措置法に基づき、特別強化地域に指定された市町が策定した津波避難対
策緊急事業計画に位置づけた津波避難施設等の整備を促進する必要がある。 

 

（海岸保全施設等の整備） 
○ 北海道は、長大な海岸延長を有する等の実情から、全国の海岸保全施設の整備率を下回っている状況にあるほか、
低気圧や台風の大型化に伴い波浪による越波被害や浸水被害が発生し、地域住民の安全安心な生活を脅かしている

ことから、今後、施設整備の一層の促進が求められる。 
○ 海岸保全施設は、高度経済成長期に集中的に整備され、建設後相当の年月を経過した施設が多く、今後さらに増
加する傾向にあることから、劣化や損傷の状態に応じて、適切な時期に修繕を行うなど、ライフサイクルコストの

縮減に努めながら老朽化した施設の機能を回復させる必要がある。 
○ 津波エネルギーの減衰効果がある海岸防災林の整備については、モデル地区において検討した津波による被害軽
減に効果的な整備手法を踏まえた一層の整備推進が必要である。 

【指標（現状値）】 

 
・津波ハザードマップを作成した市町村の割合   100％（2023） 
・道が公表した津波浸水想定に対応した津波ハザードマップを作成した市町村の割合  

 91.5％（2024） 
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・津波避難計画を作成した市町村の割合   100％（2021） 
・津波災害警戒区域を指定した市町村の割合 100％（2023） 

・道が公表した津波浸水想定に対応した津波避難計画を作成した市町村の割合  74.4％（2024） 
・浸水被害が想定される地域における海岸保全施設の整備率 45％（2022）  

＊全国 67％（2022） 

・避難指示勧告等に係る具体的な発令基準の策定状況（合算値）          94.4％（2023） 

 

１-４ 突発的又は広域的な洪水・高潮やため池の損壊、防災インフラの機能不全等に伴う長期的な市街
地等の浸水による多数の死傷者の発生(道内) 

【評価結果】 

（洪水・内水ハザードマップの作成） 
○ 道では、市町村の洪水ハザードマップ作成の基礎資料となる道管理 150 河川（洪水予報河川（１河川）、水位周
知河川（149 河川））にかかる洪水浸水想定区域図を作成しており、今後も市町村への支援を継続しハザードマップ

の普及及び防災訓練の実施を促進する必要がある。 
○ 災害発生時に関係機関が連携した対応が行えるよう知事が指定した道管理 147 河川について、関係市町村の全て
でタイムラインを作成しており、適切な運用が求められる。 

○ 近年の浸水被害をきっかけに、新たに内水ハザードマップの必要性の認識が高まっていることから、市町村の内
水ハザードマップ作成等に対する適切な支援を行う必要がある。 

 

（河川改修等の治水対策） 
○ 国、道、市町村では、それぞれの管理河川において、洪水を安全に流下させるための河道の掘削、築堤、放水路
の整備、洪水を一時的に貯留するダムや遊水地の整備などの治水対策を行ってきたが、進捗途上であり、近年大雨

災害で被害を受けた河川や都市部を流れる河川等の改修に重点化するなど、今後一層の効果的、効率的な整備を進
める必要がある。 

○ 樋門・樋管、ダム、排水機場等の河川管理施設については、これまでに策定した長寿命化計画等に基づき、老朽

施設の補修等を計画的に行っているが、施設設置後の計画年数により老朽施設が急増している状況にあることか
ら、長寿命化対策の一層の推進を図るなど、優先順位を考慮した計画的な老朽化対策や施設の適切な維持管理が求
められる。 

○ 近年頻発するゲリラ豪雨などの大雨による内水浸水被害を軽減するため、排水ポンプ場や雨水管渠などの下水道
施設の整備を進める必要がある。 

 

（ダムの防災対策） 
○ 大雨発生時における既設ダムの治水効果の発揮を図るため、ダム本体の改良整備や管理用制御装置等の機器の修
繕・更新を実施し、ダム施設の適切な維持管理を進める必要がある。 

○ 被災による長期停電時においても、電力を確保し、適切なダム管理を行うための方策として、既存ダムへの管理
用小水力発電の導入など、幅広い観点から検討を進める必要がある。 

 

（地下施設の防災対策） 
○ 道では、洪水浸水想定区域内の地下施設所有者に義務付けられている避難確保計画及び浸水防止計画の作成状況
は９割以上となっており、更に地下施設管理者による避難確保計画等の作成を促進する必要がある。 

 
（ため池の防災対策） 
○ 大規模地震や豪雨等を起因としたため池の決壊などによる二次災害を防止するため、ため池の点検・診断結果に

基づく必要な対策を推進する必要がある。 

【指標（現状値）】 
 
・想定最大規模降雨対応ハザードマップを作成した市町村の割合        97.9％ (2023) 

・最大クラスの洪水に対応したハザードマップを作成した市町村の割合     95.1％（2023）  
・洪水予報河川及び水位周知河川における水害対応タイムラインの作成割合    100％(2023) 
・人口・資産集積地区等における河川整備計画目標相当の洪水に対する河川の整備率（国管理） 

 77％（2020） 
・河川改修が必要な区間に対する一定の降雨による浸水被害を防止できる区間の割合（道管理河川） 
 60％（2023） 

・管理用小水力発電を導入した道管理ダム 6 基（2023） 
・避難確保・浸水防止計画を作成した地下街等の割合                  98.2％ (2023) 
・防災重点ため池の耐震性、豪雨に関する詳細調査の実施割合          75%（2023） 

・防災重点ため池のハザードマップの策定割合  100％（2022） 

 

１-５ 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う多数の死傷者の発生(道内) 
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【評価結果】 
（暴風雪時における道路管理体制） 

○ 道では、暴風雪による特殊通行規制や早期の通行規制解除などを目的とした優先確保ルートの設定・運用を実施
しているところであるが、通行規制や復旧見込みの情報など、各道路管理者（国、道、市町村）が連携し、地域住
民のほか海外からの観光客を含め、きめ細やかに提供する必要がある。 

 
（防雪施設の整備） 
○ 道では、道路防災総点検を踏まえた要対策箇所を中心に、防雪柵や雪崩予防柵など必要な防雪施設の整備を重点

的に進めているが、必要箇所への対策は進捗途上にあるとともに、今後、気象条件の変化により新たな対策が必要
な箇所が生じる可能性もあることから、今後一層の効果的な整備を進めていく必要がある。 

 

（除雪体制の確保） 
○ 降雪期前に各地域において、開発局、道、市町村といった道路管理者に加え、警察や消防などで構成する「除排
雪に関する連絡調整会議」を開催し、異常気象時の連絡体制の確認や立ち往生車両の対応などについて、各道路管

理者（国、道、市町村）において管理道路の除排雪事業を進めているほか、豪雪等の異常気象時においては、各管
理者による情報共有や相互連携を強化するなど、円滑な除雪体制の確保に努めているが、各管理者における財政事
情や除雪機械の老朽化のほか、排雪の堆積場の確保など、安定的な除雪体制を確保する上で多くの課題を抱えてお

り、これらの課題を踏まえた総合的な対策が必要である。 

【指標（現状値）】 
 
・道路防災総点検における防雪に関する道路の要対策箇所の対策率 道道  44.6％（2023） 
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２ 救助・救急活動等の迅速な実施や避難生活環境の確保 

 

２-１ 消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞 （道内／道外） 

【評価結果】 

（合同訓練など関係行政機関の連携体制整備） 
○ 道内の防災関係機関で構成する「北海道防災会議」を中心に、地域防災計画の推進や防災総合訓練など関係行政
機関の連携を図っており、今後も、救助活動を行うための現地合同調整所の設置などについて、防災訓練などの機

会を通じ、消防、警察、自衛隊など関係機関相互の情報共有・連携体制を強化し、災害対応の実効性を高めていく
必要がある。 

○ 航空機による迅速な救助・救急活動を行うため「北海道ヘリコプター等運用調整会議」において、防災関係機関

の有する航空機の運航の相互連携を図っているが、大災害等における実働機会が少ないことなどから、図上訓練や
実働訓練を通じ、連携確認を行うなど、安全かつ効果的な災害対策活動を行うことができるよう、連携体制の強化
を図る必要がある。 

○ 緊急消防援助隊や道内広域応援隊などそれぞれの部門において様々な形態、規模による訓練が実施されており、
これらの訓練で得た課題を踏まえ、より効果的な訓練環境の整備を図るなど、災害対応の実効性を高めていく必要
がある。 

 
（本道の自衛隊体制の維持・拡充） 
○ 東日本大震災時には、陸上自衛隊北部方面隊から最大１万３千人（延べ 83 万人）の人員が被災地に派遣される

など、被災地支援に大きな役割を担ったところであり、近年、頻発・激甚化する道内外における大規模自然災害に
備え、本道の自衛隊が果たしうる役割や訓練環境に優れた本道の地理的特性等を踏まえ、道内各地域に配備されて
いる部隊、装備、人員の確保など、本道の自衛隊体制の維持・拡充を図る必要がある。 

 
（救急活動等に不可欠な情報基盤、資機材の整備） 
○ 大災害時において迅速に被災状況等を把握するため、リアルタイムのヘリコプター画像、空中写真画像、人工衛

星画像等の俯瞰的な画像データや、マスメディア、インターネット等からの情報やドローン等の先端技術を効果的
に組み合わせてた情報を収集・共有する体制の強化を図る必要がある。 

○ 警察、消防の災害対応能力強化のため災害用資機材の整備を図る必要がある。加えて消防団の装備の充実につい

て促進する必要がある。 
○ 大災害時において迅速に被害状況等を把握し、かつ夜間を含む被災者の救助活動を強化するため、警察ヘリコプ
ターの操縦士等の人員増強を図るとともに、24 時間即応体制の確立に向けた航空機用装備品の充実を図る必要が

ある。 
 
（消防団活動の促進） 

○ 消防団は、地域防災の中核的な存在として、消火活動や水防活動をはじめ、大規模災害時における住民の避難誘
導や災害防御など重要な役割を担っているが、道内では団員数が年々減少しており、地域の防災力・水防力の維持・
強化には、地域住民の消防団活動の理解と活動への参加促進を図る必要がある。 

【指標（現状値）】 

 
・北海道防災総合訓練の実施件数 年１回（2023） 
・北海道警察災害警備訓練の実施回数                  年１回（2023） 

・道内の消防団員数                                   22,697 人（2024） 
                                 ＊全国 762,670 人（2023） 

・緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練協議会総会への参加 年１回（2024） 

・緊急消防援助隊登録数 401 部隊（2024） 

 

２-２ 被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺、大規模な自然災害と感染症との同時発生(道内
/道外) 

【評価結果】 

（保健所機能等の充実） 
○ 道は、災害時における保健活動のマネジメントを適切に行うため、医師や保健師等の保健所職員を対象とした研
修を実施するなど、職員への教育、訓練を実施し、健康管理に関する能力の向上を図る必要がある。 

○ 災害時における感染症の発生や拡大を防ぐための消毒、駆除等を速やかに行う体制を整備するとともに、定期的
な予防接種の実施や避難場所における汚水対策など、災害時の防疫対策を推進する必要がある。また、平時から市
町村が円滑に定期の予防接種を実施できるよう国との連絡調整や適切な情報提供に取り組む必要がある。 

○ 平時から感染症のまん延防止を図るため、保健所の検査体制や空港・港湾における検疫体制の整備を推進する必
要がある。 
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（ＤＭＡＴ、保健医療支援チームによる保健医療支援等） 
○ 災害時の医療確保のため、実災害を想定したＤＭＡＴ訓練を他機関との連携のもと年１回実施しており、今後も

ＤＭＡＴの機能強化に向け、定期的な訓練を実施する必要がある。 
○ 災害発生時に、被災した市町村の保健医療ニーズ等の情報の整理・分析・提供を一元的に実施し、各被災地域へ
の保健医療支援チームの派遣など保健医療活動の総合調整のほか、他都府県等からの受援をする体制を構築する必

要がある。また、ＤＭＡＴ活動との円滑な引き継ぎや被災都府県への保健医療支援チームの派遣調整のあり方など
について検討を行う必要がある。また、2022 年医療法改正により、災害支援ナースが「災害・感染症医療業務従事
者」として法的に位置付けられたことから、災害時に迅速に対応できる体制の整備に取り組む必要がある。 

○ 災害時の都府県庁保健医療福祉調整本部及び保健所を支援するため、実災害を想定した DHEAT 研修を札幌市の協
力などにより年１回実施しており、今後も派遣・受援にかかる人材育成・体制強化に向け、定期的な研修を実施す
る必要がある。 

 
（災害時拠点病院等の機能強化） 
○ 災害拠点病院に求められている耐震化整備について、一部において未整備であり、災害時の救命医療や被災地か

らの重篤患者の受入など災害拠点病院の機能を確保するため、未整備病院については、耐震改修など、所要の対策
を早急に図る必要がある。 

○ 広範囲で大規模な停電が発生した場合に備え、緊急時に必要な機能が維持できるよう医療機関の自家発電設備等

の整備を促進する必要がある。 
○ 災害拠点病院が浸水想定区域又は津波災害警戒区域に所在する場合は、風水害が生じた際の被災に備え、止水板
等の設置による止水対策や自家発電機等の高所移設、排水ポンプ設置等による浸水対策を行う必要がある。 

 
（災害時における福祉的支援） 
〇 道では、災害時における福祉避難所等での必要な人材の確保を図るため、被災していない地域の社会福祉施設が

被災地の福祉避難所等へ必要な人員を派遣する「DCAT（北海道災害派遣ケアチーム）」を組織し、派遣協定を締結
した法人数は、68 法人、123 施設となっており、継続して関係法人に広く協力を要請し、福祉避難所等への人的支
援を促進する必要がある。 

〇 道では、施設関係 10 団体と「災害時における社会福祉施設等の相互支援協定」を締結しており、団体に加入す
る各施設の支援物資や派遣可能職員数等の状況把握を定期的に行い、被災時に迅速に施設への人的・物的支援や入
居者の避難先確保を行う必要がある。 

〇 災害時において、避難生活中における生活機能の低下等の防止等を図るため、官民協働による「北海道災害福祉
支援ネットワーク会議」を構築し、「DWAT（北海道災害派遣福祉チーム）」による災害時要配慮者に対する福祉支援
を実施するとともに、平常時には、災害時の支援を円滑に行うため、チーム員に対する研修・訓練を行う必要があ

る。 

【指標（現状値）】 
 
・災害拠点病院におけるＤＭＡＴ保有率 100％（2023）  

・災害拠点病院における浸水等対策率                               73％ (2023) 
・ＤＭＡＴ実働訓練の実施回数  年１回（2023） 
・通常時の６割程度の発電容量と３日分の燃料を備えた自家発電設備を設置している災害拠点病院の割合 

 100％（2023）  
・災害拠点病院における応急用医療資機材の整備率 100％（2023） 
・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率 97％（2020）  

・予防接種法に基づく予防接種麻しん・風しんワクチンの接種率   95.5％（2022） 

 

２-３ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の長期停止 （道
内／道外） 

【評価結果】 

（支援物資の供給等に係る連携体制の整備） 
○ 地域防災計画に基づき、物資供給をはじめ医療、救助・救援、帰宅支援など災害時の応急対策に必要な各分野に
おいて、道、市町村、民間企業・団体等がそれぞれの間で応援協定を締結しているが、災害時において、これらの

協定の実効性を確保するためにも、対象業務の拡大など協定内容の見直しを適宜行うとともに、協定締結機関や団
体、住民が参加する防災訓練など平時の活動を活発に行う必要がある。 

○ 災害時に被災地へ円滑な物資供給を行うため、支援物資の経費負担や調達方法を事前に確認するとともに、物資

拠点施設等への物流専門家の派遣や支援物資のリスト化を図り、種類や数量を情報共有できる体制を構築するな
ど、国、道、市町村、事業者が連携した物資調達・輸送の仕組みを整備する必要がある。 

○ 道路損壊、信号機滅灯等により、人命救助のための人員輸送や緊急物資輸送等に支障を来すことがないよう北海

道地域防災計画で規定する緊急輸送道路ネットワーク計画で定める道路などのうち、優先して復旧すべき区間を関
係機関で協議し、通行を確保する必要がある。 

○ 大規模な災害の発生に備え、復旧活動の展開拠点や救援物資の輸送の中継拠点といった機能を持つ広域防災拠点

について、大規模災害における被害想定などを踏まえ、施設の役割や設置場所、既存公有施設の活用など施設整備
のあり方について、防災関係機関等と連携の下、多角的に検討する必要がある。 
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（非常用物資の備蓄促進） 
○ 広域的な物資供給・調達体制の整備を図るため、各種会議や振興局と市町村との防災合同研修を活用し、市町村

に備蓄の必要性を周知するとともに、国が運用する「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用した訓練を実施
するなど、市町村と連携した広域的な物資の供給・調達体制の整備に向けた取組を進める必要がある。 

○ 家庭や企業等においては、被害想定や冬期間の対応なども想定し、最低３日分、可能であれば１週間分の食料や

飲料水、生活必需品の備蓄や非常用電源を確保することが重要であることから、自発的な備蓄等を促進するため啓
発活動に取り組む必要がある。 

○ 町内会や自治会、自主防災組織においては、非常時に持ち出すには困難な物資について、備蓄方法を検討するな

ど、地域における備蓄体制を構築する必要がある。 
○ 孤立する可能性のある地域等集落において、特に、積雪寒冷期においては、積雪等により物資運搬等に時間を要
することも考慮し、集落規模に応じて、他地域からの応援がなくても対応できる量（１週間程度）の物資の備蓄を

促進し、孤立に強い地域集落づくりを進める必要がある。 
○ 財政負担の軽減にも配慮しながら、市町村の非常用物資の備蓄体制の強化に向けた取組を促進するほか、要配慮
者向け物資等の備蓄や支援物資に係る協定の重要性を周知とともにその充実を図っていく必要がある。 

○ 備蓄については、現在、国で実証試験等を行っている「コンテナでの備蓄」なども含めた様々な方法を参考とし、
被災地への物資運搬に係る作業時間の短縮や、スペースの確保などについて検討を行う必要がある。 

【指標（現状値）】 
 

・防災関係の協定件数（民間企業・団体、行政機関） 110 件（2023） 
・物資調達・輸送調整等支援システムを活用した訓練の実施        年１回 (2023) 

 

２-４ 避難施設やトイレ、暖房の不足等による劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多
数の被災者の健康・心理状態の悪化による災害関連死等の発生(道内) 

【評価結果】  
（避難場所の指定・整備・普及啓発） 
○ 現在、全ての市町村において指定緊急避難場所及び指定避難場所が設定されているが、指定された避難所の整備

の水準や収容人数、安全性、管理の水準など、その適切性について不断の見直しを行う必要がある。 
○ 災害時の速やかな避難所設置・円滑な運営に向けて、地域防災マスター等と連携を図り、避難所に必要な設備の
整備を進めるとともに、避難所運営マニュアルの整備や厳冬期を想定した実践的な訓練の実施などにより、「自助」

「共助」の取組が最大限発揮できるよう促すことが必要である。 
○ 高齢者、障がい者等の要配慮者の安全確保を図るために必要な福祉避難所について、更なる確保や要配慮者が円
滑な避難を可能とする体制整備に係る市町村の取組をより一層働きかけていく必要がある。 

○ 災害時の避難場所として活用される公共建築物や都市公園、備蓄倉庫等について、耐震改修なども含め整備が行
われているが、引き続き地域の実情に応じた施設整備を促進する必要がある。 

○ 被災市町村内で生活環境の整った避難所が十分に確保できない場合に実施する広域避難について、国の検証や制

度改正の動きを踏まえつつ、広域避難を実施する際の手順や留意点等について、市町村と連携して取り組んでいく
必要がある。 

○ 道及び市町村は、国が示す総合防災訓練大綱に基づき、住民や事業者等の参加のもと、より実践に即した避難所

運営等に関する訓練に取り組む必要がある。 
 
（避難者施設等の生活環境の改善） 

○ 避難施設における良好な生活環境を確保し災害関連死等を防止するため、避難者の健康面に配慮した食事の提供
や、段ボールベッドおよびプライバシーに配慮したパーテーションの設置など生活環境の改善に必要な備品等の整
備を進めるとともに、十分なトイレ環境の向上を図ることが必要である。また、車中など避難施設等以外への避難

者への対応を検討する必要がある。 
○ 避難所における生活ニーズに可能な限り対応できるよう、国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた
取組指針」等を踏まえ、避難所の適切な設置・運営等に資する取組を促していく必要がある。 

○ 国の「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」を踏まえ、避難所以外にいる避難者等の避難生活の環境改善及び
質の向上を図る必要がある。 

 

（積雪寒冷を想定した避難所等の対策） 
○ 積雪や低温など北海道の冬の厳しい自然条件下での災害を想定し、停電時でも既存の暖房施設が使用できる外部
電源の確保、水道凍結時でも使用可能なトイレの備蓄や給水体制の整備、温かい食事を提供できる体制の構築など

について、民間事業者とも連携しながら避難所等における防寒対策に取り組む必要がある。 
○ これまでも断熱材や内窓の追加、風除室を備えた北海道仕様の仮設住宅の建設に取り組んでいるところである
が、引き続き北海道の積雪寒冷に対応した応急仮設住宅について検討を行う必要がある。 

 
（避難住民の「こころのケア」体制の充実） 
〇 DPAT（災害派遣精神医療チーム）の派遣等により、災害関連死等の防止や精神保健医療の需要拡大への対応のた

めの体制の充実が必要である。 

【指標（現状値）】 
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・指定緊急避難場所及び指定避難所の指定状況        179 市町村（2023） 

・福祉避難所の確保状況                        100％（2023）  
・市町村における非常用電源及びストーブの設備状況  179 市町村（2023） 
・マンホールトイレが管理可能なマンホールの基数                 338 基 (2022) 
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３ 行政機能の確保 

 

３-１ 道内外における行政機能の低下や、警察機能の低下による治安の悪化、社会の混乱(道内/道外) 

【評価結果】 
（道及び市町村の災害対策本部機能等の強化） 

○ 道においては、被災時における職員の参集範囲、対策本部の設置場所、庁舎被災時における代替場所など災害対
策本部に係る具体的な運用事項を業務継続計画の中で規定しているが、今後、訓練などを通じ、職員の参集や応援
職員の受入体制、各班相互の連携、報道対応などを含めて本部機能の実施体制の検証を行うなど、効果的なフォロ

ーアップを行う必要がある。また、市町村においては、地域防災計画や業務継続計画の見直しや職員への研修、訓
練などを通じ、災害対策本部体制の機能強化、職員の災害対応能力の向上を図る必要がある。 

○ 災害対応の拠点となる行政機関の施設については、非常用電源設備の整備と概ね 72 時間は非常用電源が稼働で

きるよう十分な燃料の備蓄をしておく必要がある。また、停電時には、被災者に対し庁舎等を開放し、電源の提供
に努める必要がある。 

○ 防災拠点となる道及び市町村の庁舎の耐震率は 75.7％であり、大規模災害発生時においても、災害応急対応や復

旧対応など防災拠点としての業務を継続するため、庁舎等の行政施設の耐震化を図る必要がある。 
 
（道及び市町村における業務継続体制の整備） 

○ 道においては、道及び所管機関の業務継続計画について、今後も、大規模災害を想定した防災訓練等を通じ業務
継続計画の検証を行い、必要に応じて修正を行うなど、道の組織全体の業務継続体制を強化する必要がある。 

○ 市町村の業務継続体制については、業務継続に必要な６要素を整備している自治体が少ないことから、情報提供

などを通じ市町村の業務継続体制の整備を促進する必要がある。 
 
（ＩＴ部門における業務継続体制の整備） 

○ 災害時においても、道の業務を遂行する上で重要な役割を担う情報システムの機能を維持・継続するため、重要
システムに係るサーバーのデータセンターへの移設など「ＩＣＴ部門の業務継続計画」に基づく取組を計画的に進
める必要がある。 

○ 市町村の業務遂行の重要な手段として利用されているＩＣＴ機器や情報通信ネットワークの被災に備え、市町村
におけるＩＣＴ部門の業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定を促進する必要がある。 

 

（道内外の自治体との応援・受援体制の整備） 
○ 大規模災害が発生した際の災害応急体制の確保を図るため、応急対策職員派遣制度や全国知事会による応援協定
等を活かした、円滑な相互応援を実施するための応援・受援体制の構築を図る必要がある。 

○ 他の自治体から円滑に応援職員を受け入れるため、市町村は、あらかじめ依頼すべき業務等の明確化や非常時優
先業務等の選定を行うなど、受援体制を構築するとともに、応援側の自治体についても、職員の研修や活動に必要
な事務機器等の準備など事前に応援体制を検討しておく必要がある。また、道は、広域的な調整やノウハウの提供

など市町村の取組を支援する必要がある。 
 
（行政情報等のバックアップ体制の整備） 

○ 本道は、冷涼な気候や首都圏等との同時被災の可能性が少ないことなど、立地環境の優位性を活かし、政府や自
治体が所有する行政情報のバックアップ先としての機能が担えるよう所要の取組を促進する必要がある。また、災
害時における政府機能の首都圏外での代替について、今後、政府の取組状況を見極めながら、所要の対応を行う必

要がある。 
 
（警察による警備体制の充実及び警備体制の強化） 

○ 発災直後の混乱期において治安が悪化しないよう、警察による警備体制の充実や、警察と関係機関・団体等防犯
ボランティアとの連携による警備体制の強化を図る必要がある。 

【指標（現状値） 
 

・業務継続体制（主要６項目を含む）が整備されている市町村の割合 38.5％（2023） 
・市町村庁舎の耐震化率                        73.2％ (2022) ＊全国 90.6%(2022) 
・ICT 部門の業務継続計画が策定されている市町村の割合          33.5％ (2022) ＊全国 56.2%(2023) 

・国土強靱化地域計画を策定した市町村の割合               100％（2022） 
・国土強靱化地域計画を改訂した市町村の割合              34.6％ (2024) 
・道及び市町村が所有又は管理する防災拠点となる公共施設等の耐震率（庁舎） 

 75.7％（2022）＊全国 92.0％（2022） 
・消防本部、消防署所の耐震化率  86.2％（2022）＊全国 95.7％（2022） 
・警察本部、警察署の耐震化率  96.8％（2022）＊全国 86.8％（2022） 

・業務継続計画が策定されている市町村数  179 市町村（2023） 
・業務継続計画が策定されている市町村の割合                    100％ (2023) 
・総務省の災害マネジメント総括支援員及び支援員への職員の推薦  ・ 

災害ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ総括支援員 ８名 (2023) 
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災害ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援員      10 名 (2023) 
・受援計画が策定されている市町村の割合                 76.5％ (2023) ＊全国 67.3％（2023） 
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４ 経済活動の機能維持 

 

４-１ 長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等の停滞、コ
ンビナート等の被災に伴う有害物質等の流出(道内/道外) 

【評価結果】 

（本社機能や生産拠点等の立地） 
○ 近年、全国的に相次ぐ自然災害や、人手不足の深刻化などにより、企業の事業継続に関するリスクマネジメント
への意識が高まる中、首都圏等に立地する本社機能の移転やサプライチェーンの多重化・分散化の動きが活発化し

ており、こうした潮流を踏まえ、リスク分散に適した本道の優位性を活かすとともに、企業のニーズに応じた支援
の検討などオフィスや生産拠点の本道への立地を促進するための取組を強化する必要がある。 

○ データセンターの誘致については、近年、他府県においても積極的に展開されており、地域間競争が激しさを増

している中、冷涼な気候や豊富な再生可能エネルギー、首都圏等との同時被災の可能性が少ないことなど、本道の
特性を積極的に発信するなど、データセンター等の立地に向けた取組を強化する必要がある。また、データセンタ
ーの集積には、安定的かつ大容量な高速専用回線が必要不可欠であり、強靱かつ冗長的な情報通信インフラ環境を

確保する必要がある。 
○ 災害による企業の不安や立地意欲の影響を解消するため、復旧状況や電力の安定供給などについての正確な情報
を道外の企業に向けて積極的に発信する必要がある。 

 
（企業における事業継続体制の強化） 
○ 北海道胆振東部地震をはじめ、全国的に自然災害が頻発する中、大災害時における経済活動の維持・継続に向け、

引き続き BCP 策定の手引きの配布、セミナーの開催により意識醸成を図るほか、各産業支援機関と連携した相談対
応や専門家派遣を実施するなど、中小企業の実効性の高い事業継続計画の策定を促進する必要がある。 

○ 商工会・商工会議所が市町村と共同で策定する「事業継続力強化支援計画」については、道の「ガイドライン」

を踏まえ、計画策定を促す必要がある。 
 
（被災企業等への金融支援） 

○ 国や道では、災害に伴う経済環境の急変等により影響を受けた中小企業者等の事業の早期復旧と経営の安定を図
るための金融支援を実施しており、引き続きこうしたセーフティネット策を確保するとともに、被災後の支援のみ
ならず、災害に対する事前の備えに向けた取組への支援についても推進する必要がある。 

 
（石油コンビナート等の防災対策） 
○ 「石油コンビナート等防災計画」に基づき、関係機関が連携し、立入検査を実施するなどの取組を行っており、

引き続き火災予防及び災害時の応急対策等、計画に基づく取組を効果的に進めることが必要である。 

【指標（現状値）】 
 
・リスク分散のための企業立地件数 72 件（2020～2022 累計） 

・中小企業総合振興資金新規融資額              133,845 百万円（2023） 

 

４-２ 道外との基幹交通の機能停止による物流・人流への甚大な影響(道内/道外) 

【評価結果】 
（港湾及び空港の機能強化） 

○ 道内港湾の拠点化により、多様な輸送ルートを構築し、安定的な物流網を確保するためには、平時より、ターミ
ナル機能の強化や船舶の大型化など物流の変化に対応した港湾整備など、道内の港湾の機能強化を推進することが
必要である。 

○ 大災害に備えた港湾及び空港の耐震化、液状化対策、老朽化対策は、それぞれの管理主体が国の事業を活用しな
がら計画的に実施しているが、今後、耐震化のニーズや老朽ストックが更に増えてくることなども想定されること
から、計画的整備の促進が求められる。 

○ 港湾ＢＣＰの実効性を高めるため、防災訓練等を通じ、適宜必要な見直しを行うとともに、複数港の連携による
広域港湾ＢＣＰの対象港湾と国との間で、災害時における相互応援協定を締結しており、港湾間の相互応援体制の
強化を図っていく必要がある。 

○ 空港のＡ２－ＢＣＰの実効性強化のため、訓練の実施、他機関との連携の強化を実施していく必要がある。 
 
（陸路における流通拠点の機能強化） 

○ 災害時においても陸路における円滑な物資輸送を図るため、流通業務施設などの流通拠点の耐震化等を進める必
要がある。 

【指標（現状値）】 
 

・北海道太平洋側港湾 BCP および道央圏港湾 BCP における、防災訓練を実施した港湾数  ９港湾（2024） 
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４-３ 食料の安定供給の停滞に伴う、国民生活・社会経済活動への甚大な影響(道内/道外) 

【評価結果】 
（食料生産基盤の整備） 

○ 本道の農水産業は高い食料供給力を持っており、大規模災害により、その生産基盤が打撃を受けた場合、本道の
みならず全国の食料需給に甚大な影響を及ぼすことが危惧される。また、平時はもとより、道外での大規模災害時
においても、被災地をはじめ全国への食料供給を安定的に行うという重要な役割を担うことが求められる。こうし

た事態に備え、耐震化や津波対策、老朽化対策などの防災・減災対策も含め、農地や農業水利施設、漁港施設等の
生産基盤の整備を着実に推進する必要がある。 

○ 現在、本道の農水産業は、担い手不足などの大きな課題を抱えており、災害発生時を含め、国全体の食料の安定

供給に将来にわたって貢献をしていくためには、経営安定対策や担い手の育成確保のほか、新たな技術の活用など、
本道の農水産業の持続的な発展につながる取組を効果的に推進する必要がある。 

 

（道産食料品の販路拡大） 
○ 大災害時において食料の供給を安定的に行うためには、平時においても一定の生産量を確保していくことが必要
であり、食の高付加価値化とブランド化などによる販路の開拓・拡大、農水産物の輸出拡大の取組など、食関連産

業のさらなる成長につながる取組を推進する必要がある。 
 
（災害時における生鮮食料品の供給体制の確保） 

○ 災害時においても継続的に生鮮食料品を供給できるよう、卸売市場間の相互応援体制等の確立に向けた取組を進
める必要がある。 

【指標（現状値）】 
 

・食料自給率（供給熱量ベース） 223％ (2021） ＊全国 38％（2022） 
・農業産出額                           12,919 億円 (2022) 
・水田における農地の大区画化（１ha 以上）の割合 20.0％（2021） 

・北海道が造成した基幹的な農業水利施設における個別施設ごとの長寿命化計画の策定割合 
                                       22％ (2023) 
・漁港施設の機能保全計画策定割合 100％（2023） 

・耐震・耐津波化が図られ、ＢＣＰが策定されている漁港の割合      31.6％ (2023) 

 

４-４ 農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃・多面的機能の低下(道内) 

【評価結果】 
（森林の整備・保全） 

○ 本道は全国の約 22％を占める森林面積を有しており、大災害等に起因する本道の森林被害による国土の荒廃は、
国全体の強靱化に大きな影響を与える問題となる。このため、造林、間伐等の森林施業や、その施業に必要な林道
等の路網の整備を一体的に進め、大雨や地震等の災害時における土石・土砂の流出や表層崩壊などの山地災害を防

止するなど、森林の持つ多面的機能の持続的な発揮を図る必要がある。 
○ 災害時における森林の多面的機能の継続的な発揮を図るため、エゾシカなど野生鳥獣による森林被害の防止対策
を進める必要がある。 

 
（農地・農業水利施設等の保全管理） 
○ 農地が持つ保水効果や土壌流出の防止効果など国土保全機能を維持するため、地域の共同活動等による農地・農

業水利施設等の地域資源の適正な保全管理を推進する必要がある。 

【指標（現状値）】 
 
・育成単層林・育成複層林・天然生林別森林面積（うち育成複層林の面積） 

 772 千 ha（2023） 
・農地・農業用水利施設等の地域資源を保全管理する活動組織数 712 組織（2024）  

＊全国 25,967 組織（2022） 

・私有人工林面積における集積・集約化の面積割合              71.5% (2023) 
・森林吸収量                           986 万 t-CO2 (2023) 
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５ 情報通信網や電力等ライフライン、交通ネットワークの確保 

 

５－１ 通信インフラの障害等による情報収集・伝達の不備・途絶(道内) 

【評価結果】 
（関係行政機関相互の連絡体制の整備及び情報の共有化） 

○ 各種訓練・会議等を通じて、関係行政機関の防災情報の共有化等が進められており、今後も被害の軽減や迅速な
応急・救助活動に不可欠な関係機関相互の連絡体制を維持する必要がある。 

○ 迅速かつ円滑な災害対策を実施するため、火山や河川の監視カメラ画像、雨量・水位、通行止め等に関する情報

をリアルタイムで共有する各種システムが運用されているが、観測体制が整っていない日本海側海上の地震・波浪
観測計の設置など、関係機関と連携しながら効率的な観測機器の整備と老朽機器の計画的な更新を図る必要があ
る。 

○ 防災気象情報や避難情報などの災害情報について、北海道防災情報システムをＬアラートと連動させた運用によ
り、道及び市町村と情報共有を図り、住民等へ伝達しているが、今後、より迅速で確実な情報伝達を行うためには、
災害通信連絡訓練等によりシステムの操作方法等の習熟を図る必要がある。 

○ 災害時の行政間の通信回線を確保するため、道（本庁）と道出先機関及び道内市町村とを結ぶ総合行政情報ネッ
トワークについて、通信基盤の計画的な更新と停電時を想定した対策が必要である。 

○ 災害関連情報を確実に収集し、市町村をはじめ行政機関や警察・消防を含む関係機関と共有するために必要な情

報基盤の整備を促進する必要がある。 
 
（住民等への情報伝達体制の強化） 

○ 災害時における適切な住民安否情報の収集・提供のため、町内会や自治会、自主防災組織など地域住民が相互に
連携し、避難行動要支援者名簿を活用するなど災害時の安否情報を効果的に収集・提供するための体制を構築する
必要がある。 

○ 住民等への災害情報の伝達に必要な市町村防災行政無線のデジタル化や、防災等に資する公衆無線ＬＡＮの整備
を促進するとともに職員の操作力の向上などを図る必要がある。また、避難勧告等の住民への情報伝達に関し、予
期せぬトラブルにより障害が生じる事態を想定し、多様な方法による災害情報の伝達体制を整備する必要がある。 

○ 災害時の情報伝達を確実にするため、市町村が民間テレビ・ラジオ事業者や市町村等による予備放送設備・予備
電源の整備や中継局の移転整備、災害情報の提供に有効な地域のコミュニティＦＭ局との連携強化など情報発信の
強化を進めるための支援にあたり、支援制度の拡充を図るよう引き続き国に求めていく必要がある。 

○ 災害時の円滑な交通確保のため、車両に交通情報を提供するための設備（光ビーコン、交通情報板）や停電によ
る信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備が進められており、主要幹線道路と災害応急対策の拠点
とを連絡する道路等において、老朽設備の更新を計画的に推進するとともに、災害時等に正常に稼働するよう保守

点検を確実に実施する必要がある。 
○ 道や市町村はデマや根拠の無い情報により住民に不安等を与えないよう、道警や関係機関、報道機関と連携を図
り、迅速で正確な情報発信が可能となる体制を構築する必要がある。 

 
（外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対策） 
○ 災害発生時において、外国人を含む住民や観光客の安全を確保し、迅速かつ正確な情報提供や避難誘導などを行

うため、多言語による災害情報の提供や相談窓口の強化など、市町村や関係機関と連携した体制の整備が必要であ
る。 

○ 災害時も含め外国人観光客等の移動の利便性を確保するため、英語表記やピクトグラム表記の道路案内標識等の

整備が必要である。 
○ 災害発生時の避難等に支援を要する要介護高齢者や障がい者などに対する避難誘導などの支援を迅速かつ適切
に行うため市町村において避難行動要支援者の名簿を作成しており、災害時に市町村をはじめ町内会や自治会、自

主防災組織など地域住民が名簿を活用して避難が進むよう体制の整備が必要である。 
 
（冬季も含めた帰宅困難者対策） 

○ 災害時の公共交通機関の運行停止による都市部での多数の帰宅困難者の発生のほか、積雪・低温など北海道の冬
の厳しい自然条件を踏まえ、地域における移動困難者対策が必要であり、一時待避所の確保とその周知・啓発など、
冬季を含めた帰宅困難者の避難対策の取組を進める必要がある。 

 
（地域防災活動の推進） 
○ 現在、「地域防災マスター制度」などの活用により道内の自主防災組織の設立に取り組んでいるが、組織率は約

6割と全国（８割弱）に比べると低い水準にあることから、「地域防災マスター制度」の効果的な活用による地域防
災に関する実践活動リーダーの養成や地域防災力の向上に向けた取組が必要である。 

 

（防災教育推進） 
○ 防災教育の推進に向けては、住民、企業、団体、大学、関係機関、ＮＰＯなどと連携し、多様な担い手の育成を
図りながら「ほっかいどう防災教育協働ネットワーク」や「防災教育アドバイザー制度」、避難所運営ゲーム（Ｄ

ｏはぐ）を活用した取組などに取り組んでいるが、災害から命を守るための「自助」の意識醸成を図るため、あら
ゆる機会を活用し厳冬期も想定した防災教育や啓発に取り組む必要がある。 

○ 学校教育においては、防災教育啓発資料「学んＤＥ防災」や「まさかは必ずやってくる（マンガリーフレット）」
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等の配付のほか、体験型防災教育「防災キャンプ」や「１日防災学校」、「ネイパル防災アクティブ・プログラム」
などを通じ、児童生徒及び学校関係者の防災意識の向上に向けた取組を進めているが、地域・学校の実情に応じた

実践的な避難訓練を実施するなど、より一層の効果的な取組を行う必要がある。 

【指標（現状値）】 
 
・自主防災組織活動カバー率 75.6％（2023）＊全国 85.4％（2023） 

・避難指示等に係る具体的な発令基準の策定状況  水害   88.8％（2023） 
 土砂災害 88.6％（2023） 
 高潮災害 100.0％（2023）  

 津波災害 100.0％（2023）  
・市町村防災行政無線通信施設整備状況  同報系 48.6％（2023）＊全国 74.0％（2023） 
 移動系 54.2％（2023）＊全国 48.1％（2023） 

・防災訓練の実施市町村数 179 市町村（2023） 
・ほっかいどう防災教育協働ネットワーク登録数  112（2023） 

 

 

５-２ 長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止(道内/道外) 

【評価結果】 

（再生可能エネルギーの導入拡大） 
○ 本道に豊富に賦存する再生可能エネルギーのポテンシャルを踏まえると、本道における再生可能エネルギーの導
入は今後更なる拡大が期待できることから、道として設定している導入目標の実現に向け、エネルギーの地産地消

など関連施策の推進を加速する必要がある。 
 
（電力基盤等の整備） 

○ 道内では多くの地域で送電線の空き容量が不足しており、系統（送電網、配電網）の増強を図るため、北海道・
本州間の連系線（北本連系設備）が 2019 年 3 月に 30 万 kW が増強（計 90 万 kW）され、2021 年５月に再増強（計
120 万 kW）の計画が策定され、2023 年９月より着工開始した。また、電力広域的運営推進機関の「広域系統長期方

針」（2023 年３月）では、地内系統の整備についても示された。他方、さらなる系統の増強には多額の費用と時間
が伴うことから、国では、既存の系統を最大限活用する取組として「ノンファーム接続」の適用が開始されている。
再生可能エネルギーのポテンシャルを最大限に活用し 新エネルギーの導入拡大を促進するためには道内の送電

網などの電力基盤を増強する取組が求められる。 
○ 電力の安定供給に向け、現行の耐震基準を満たしていない道営発電施設については、大規模地震に備え、耐震補
強等を行う必要がある。 

○ 被災による停電時対応のため、分散型電源としての電力供給機能を推進する必要がある。 
○ 北海道胆振東部地震に伴う大規模停電を踏まえ、電力需給の安定や再生可能エネルギーの開発、導入に向け、国
や電気事業者等との連携を強化する必要がある。 

 
（多様なエネルギー資源の活用） 
○ 本道におけるエネルギー構成の多様化を推進するため、水素需要や天然ガス利用の拡大とともに、本道周辺に賦

存するメタンハイドレートの資源化等に向けた取組を促進する必要がある。 
○ 道内では、石炭地下ガス化など本道に豊富に賦存する石炭資源の有効活用に向けた取組が進められてきており、
こうした取組はエネルギーの地産地消につながるものであることから、石炭採掘技術の継承とともにクリーンコー

ル技術等の開発等により、石炭資源の更なる活用を促進する必要がある。 
 
（避難所等への石油燃料供給の確保） 

○ 道では、災害時において緊急車両や避難所等への石油燃料の安定供給を確保するため、石油販売業者の団体や石
油元売会社の団体との間で協定や覚書を締結しており、本協定等が災害時に有効に機能するよう、平時からの情報
共有など連携強化を図る必要がある。 

○ 停電時においても円滑に燃料供給が可能となるよう、自家発電設備を整備した北海道地域サポートＳＳ及び住民
拠点ＳＳの周知や、石油販売業者の団体等と連携した訓練を実施する必要がある。 

【指標（現状値）】 
 

・新エネルギー導入量 〔発電分野〕    設備容量   417.1 万 kW（2023） 
 発電電力量 11,120 百万 kWh（2023） 
 〔熱利用分野〕      熱量    15,642TJ（2023） 

 

５-３ 上下水道施設の長期間にわたる機能停止(道内) 

【評価結果】 
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（水道施設の耐震化、老朽化対策等） 
○ 災害時においても給水機能を確保するため、配水池や配水管路、貯留施設、浄水場など水道施設の耐震化や浸水

対策、老朽化対策が進められているが、いずれも進捗途上にあり、計画的な整備を促進する必要がある。また、今
後、更新期を迎える施設については、施設の重要度や劣化度合のほか今後の水需要などを考慮した施設の更新や維
持管理など老朽化対策を促進することが必要である。 

 
（水道施設の防災機能の強化） 
○ 積雪寒冷地である本道において、水道施設が地震などにより被災した場合に備え、水道事業者において緊急時の

給水拠点の確保を図るため、耐震性貯水槽や緊急遮断弁、送水管の多重化などの施設整備や、水道事業者における
応急給水体制の整備を進め、防災機能の強化を図るとともに、災害対応を担う人材の育成を行う必要がある。 

 

（下水道施設等の耐震化、老朽化対策等） 
○ 地震時における下水道機能の確保のため、下水道施設の耐震化を進めているが、下水管渠の地震対策実施率が５
割（2023）にとどまっており、着実な整備が求められる。また、施設の改築・更新など計画的な維持管理に欠かせ

ない長寿命化計画策定について、現在約９割まで進められているが、引き続き、市町村の計画策定を促進するとと
もに、今後、増大してくる老朽化施設の改築更新等を計画的に進めていく必要がある。 

○ 農業集落排水施設及ぶ漁業集落排水施設については、市町村が機能診断に基づいて行う老朽化対策等を計画的に

実施するための支援を引き続き行っていく必要がある。 
○ 浄化槽について、老朽化した単独浄化槽から災害に強い合併浄化槽への転換を促進する必要がある。 
○ 道、市町村における下水道ＢＣＰについて、国のＢＣＰマニュアルの改訂に伴う見直しを進める必要がある。 

 
（工業用水道施設の耐震化等） 
○ 道、市町村等が所管する工業用水道施設（配水管路）の耐震化率は、50％（2023）（うち道営 65％、市町村営等

０％）と全国平均より高い状況にあるが、大災害時に工業団地等に安定した工業用水供給を継続するためには、配
水管の耐震化や計画的な老朽更新を更に進める必要がある。 

 

（地下水等の活用の推進） 
〇 緊急時のトイレ洗浄用水、消防用水等に活用できる水を確保するためにも、平時より雨水・再生水の利用を進め
る必要がある。また、流域における地下水マネジメントの取組を推進し、危機時における代替水源として地下水の

活用を図るためにも、持続可能な地下水の保全と利用を推進する必要がある。 

【指標（現状値）】 
 
・上水道の基幹管路の耐震適合率 45.6％（2022）＊全国 42.3％（2022） 

・浄水施設の耐震化率  26.7％（2022）＊全国 43.4％（2022） 
・配水池の耐震化率  53.5％（2022）＊全国 63.5％（2022） 
・下水道ＢＣＰの策定率   100％（2020） 

・管路施設情報等の電子化実施率                    33.5％ (2023) 
・地震対策上重要な下水管渠の地震対策実施率 55.2％（2023） 
・下水道施設の長寿命化計画策定率 97.4％（2023）  

・農業集落排水施設の機能診断実施率                  100％（2020） 
・浄化槽のうち合併処理浄化槽の設置率 75.8％（2023）  
・工業用水道施設（配水管路）の耐震化率 64.5％（2023）  

 

５-４ 地域交通ネットワークの機能停止とそれに伴う多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生
(道内/道外) 

【評価結果】 
（北海道新幹線の整備） 

○ 東京一極集中からの脱却を図り、「自律・分散・協調」型国土の形成を進める上で、新幹線は基軸となる交通手
段であるとともに、平時からのリスク分散や大災害時の緊急支援を円滑に進めるためには、北海道・本州間の陸路
による高速輸送を可能とする新幹線の役割が大変重要であり、札幌までの延伸を可能な限り早期に実現する必要が

ある。 
○ 本州方面への食料供給に欠かせない貨物鉄道輸送の機能性・安全性を確保しながら、新幹線の高速走行を実現す
るため、青函共用走行区間の走行問題に関する抜本的解決を早期に図る必要がある。 

 
（高規格幹線道路を軸とした道路ネットワークの整備） 
○ 本道の高規格幹線道路の供用率は、北海道を除く全国の 90％（2022）に比べ 66％（2022）と大幅に遅れており、

県庁所在地に匹敵する人口 10 万人以上の函館市、釧路市、北見市が未だネットワーク化されていない状況にある。
道内のみならず道外被災地への物資供給や人的支援を迅速に行うためにも道内の主要都市間を結ぶ高速交通ネッ
トワークの整備を早期に進める必要がある。 

○ 大災害時に、被災地からの避難や被災地への物資供給、救援救急活動などを迅速に行うためには、広域交通の分
断を回避し、防災拠点間を結ぶ移動の代替性を確保することが重要であり、高規格幹線道路と中心市街地をつなぐ
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アクセス道路の整備のほか、地域間を連結する地域高規格道路や緊急輸送道路や、避難路等のネットワーク化を進
める必要がある。 

 
（道路施設の防災対策、耐震化、老朽化対策） 
○ 落石や岩石崩落などの道路防災総点検の結果に基づき、要対策箇所について、順次、対策工事を実施していると

ころであり、今後も、引き続き計画的な整備を行う必要がある。また、橋梁の耐震化についても、災害時に重要と
なる緊急避難道路上などの橋梁について、重点的に対策工事を実施しており、引き続き計画的な整備を行う必要が
ある。 

○ 橋梁をはじめとした道路施設の老朽化対策については、「北海道橋梁長寿命化修繕計画」等に基づき、着実な整
備を推進するとともに、その他の各道路施設についても、計画的な更新を含めた適切な維持管理を実施する必要が
ある。 

○ 農産物流通の向上など農業利用を目的に整備された農道・農道橋については、農山村地域の生活道路として一般
道と同様の機能を担っていることから、農道橋・農道トンネルなど農道施設の点検・診断結果に基づく老朽化対策
を適切に推進する必要がある。 

○ 森林施業等の効率的な実施を目的に整備された林道、林道橋については、一部が生活道路や緊急時の迂回路など
の機能を有していることから、施設点検・診断に基づく老朽化対策を適切に推進する必要がある。 

 

（空港の機能強化） 
○ 災害時において、人員などの輸送拠点として重要な役割を道内の空港が担うためには、平時より、新千歳空港の
国際拠点空港化、地方空港の機能向上に向けた施設整備など、道内の空港の機能強化等を推進することが必要であ

る。特に、近年、訪日外国人来道者の増加に対応したＣＩＱ体制の整備など、受入体制の充実・強化が求められて
いる。 

○ 大災害に備えた空港の耐震化、液状化対策、老朽化対策は、それぞれの管理主体が国の事業を活用しながら計画

的に実施しているが、今後、耐震化のニーズや老朽ストックが更に増えてくることなども想定されることから、一
層の計画的整備の促進が求められる。 

 

（航空ネットワークの維持・拡充） 
○ 広域分散型の北海道では、人員の移動や物資の輸送において、航空路線は欠くことのできない重要な役割を担う
ため、地元市町村をはじめ、空港運営事業者等との適切な連携や役割分担のもと、航空ネットワークを構成する国

際・国内・道内の各航空路線の維持・拡充を図る必要がある。 
 
（鉄道施設の耐震化） 

○ 発災時における鉄道利用者の安全性の確保及び救援物資等の大量輸送に必要な鉄道機能を維持するため、鉄道事
業者による駅舎や高架など鉄道施設の耐災害性の確保のほか、国、道、市町村、鉄道事業者との適切な役割分担の
もと、持続的な鉄道網の確立に向けた取組を検討する必要がある。 

 
（災害時における多様な交通手段の活用） 
○ 災害発生時に鉄道や自動車が利用できない時、自転車交通需要が急増することを考慮する必要がある。 

【指標（現状値）】 

 
・北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）の完成予定年度         2030 年度 
・高規格幹線道路の供用率  65.7％（2022）  

＊北海道を除く全国 90％（2022） 
・道路防災総点検における道路斜面等の要対策箇所の対策率（道道） 28.4％（2023） 
・緊急輸送道路上等の橋梁の耐震化率（道道） 11.8％（2023） 

・橋梁の予防保全率（道道）  100％（2021） 
・橋梁の老朽化対策状況（道道）                    51.6％ (2023)  
・農道橋・農道トンネルを対象とした機能保全計画の策定割合       100％（2020） 

・国際航空定期便就航路線数 11 路線（2024） 
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６ 迅速な復旧・復興等 

 

６-１ 事前復興ビジョンや地域合意の欠如、災害廃棄物の処理、仮設住宅等の整備の停滞等による復
旧・復興の大幅な遅れ(道内) 

【評価結果】 

（市町村における市街地復興計画の策定） 
○ 市町村が被災後に早期かつ的確に市街地復興計画を策定できるよう、復興事前準備の取組を支援する必要があ
る。 

 
（市町村における災害廃棄物処理計画の策定） 
○ 早期の復旧・復興の妨げとなる大量の災害廃棄物を迅速に処理するため、災害廃棄物処理の具体的な対応が求め

られる市町村における「災害廃棄物処理計画」の策定を促進する必要がある。 
 
（地籍調査の実施） 

○ 災害後の復旧・復興を円滑に進めるためには、地籍調査により土地境界を明確にしておくことが重要となること
から、調査の推進を図る必要がある。 

 

（仮設住宅等の迅速な確保） 
○ 被災者の住まいの迅速な確保、生活再建のため、復旧、復興のための土地の確保や住家の被害認定調査などの業
務に関し、国等と連携しながら、研修等を通じ自治体職員の能力向上を図るとともに、被災市町村の業務が過重と

ならないよう、事前に職員の派遣など必要な支援方法の検討を行う必要がある。 

【指標（現状値）】 
 
・道の災害廃棄物処理計画 策定済（2023） 

・市町村における災害廃棄物処理計画の策定率              36.9％（2023）  
・地籍調査進捗率 62.0％（2023） 
・住家被害認定調査研修会等の市町村への周知              年１回 （2023） 

 

６-２ 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足や地域コミュニティの機能低下（道内/道外） 

【評価結果】 
（災害対応に不可欠な建設業との連携） 
○ 道と建設業団体において、災害時における応急対策業務に関する協定を締結しているが、大規模災害の発生によ

り、行政職員等の人員が極度に不足する場合にあっても、人命救助のための障害物の除去や道路交通の確保などの
応急対策が迅速かつ効果的に行われるよう、建設業とのより一層の連携や専門的技術等の活用を図る必要がある。 

 

（建設業の担い手確保） 
○ 減少する建設業就業者の確保に向けた取組が進められているが、道内の建設業就業者のうち将来担い手となる 15
～29 歳の構成比は１割弱（2023 年）と全国と比べても低い水準にあり、災害時の復旧・復興はもとより対応が迫

られている施設の老朽化対策などを着実に進めていくためにも、引き続き、若年者を中心とした担い手の確保・育
成に取り組んでいく必要がある。 

 

（技術職員による応援体制） 
○ 道内の被災市町村からの土木技術職員の応援要請に対応するため、道と一定の規模以上の道内市町村による連絡
会議を設置し、応援の仕組みの整備や情報伝達に関する訓練などを行っているところであり、引き続き連絡会議の

枠組みを活用した応援体制の強化を図る必要がある。 
 
（ボランティアとの連携） 

○ 北海道災害ボランティアセンターをはじめとする関係機関と連携したボランティア等の受入体制整備とボラン
ティア支援をコーディネートする人材の育成を促進するとともに、災害時における円滑なボランティア支援を行う
ため、被災市町村の災害対策本部やボランティア関係者、関係機関等との情報共有が十分に図られる体制構築が必

要である。 
 
（地域コミュニティ機能の維持・活性化） 

○ 地域資源を活用した都市と農村の交流等により地域コミュニティの維持・活性化を図る必要がある。 
○ 人口減少と高齢化に伴い生活機能の低下や交通手段の不足など問題が生じている集落については、集落機能の維
持・確保に向けて、地域の実情に即した集落対策を実施する必要がある。 

【指標（現状値）】 

・道内建設業就業者における 15～29 歳の構成比  9.5％（2023）＊全国 11.6％（2023） 
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・新規高等学校卒業者の道内建設業への平均就職内定数 528 人（2023）  
・集落対策に取り組む市町村数 157 市町村（2024）  

 


